
「東京入国管理局」新庁舎がオープン 

東
京
入
国
管
理
局

東
京
入
国
管
理
局 

法務省発、ちょっと耳よりな情報です。 

法務省だより 法務省大臣官房  
秘書課広報室 

平成15年度人権啓発フェスティバル 

「育てよう 一人一人の 人権意識～身近

なことから人権を考えてみませんか～」 

★東京会場 

開催期間： 

平成15年8月29日（金）～30日（土） 

開催場所： 

東京都庁都民広場ほか 

★福井会場 

開催期間： 

平成15年10月4日（土）～5日（日） 

開催場所： 

若狭路博2003メイン会場内ほか（福井県小浜市） 

※ 各会場において、シンポジウム・啓発資料展・
　啓発映画の上映など各種イベントを実施 

●本誌に対する御意見、御感想は……　［法務省大臣官房秘書課広報室］〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1　Tel：03-3580-4111（代）　Fax：03-3592-7393

●法務省の詳しい情報は下記のホームページをご覧ください。 

期　日 概　要 

受付期間 

第1次試験 

第1次試験 
合格者発表 

第2次試験 

最終合格者発表 

平成15年7月22日（火）～ 
平成15年8月5日（火） 
 
 
平成15年9月21日（日） 
 
 
 
 
平成15年10月10日（金） 
 
 
 
 
平成15年10月17日（金） 
　　　　　10月18日（土） 
 
 
 
 
平成15年11月13日（木） 
 

法務省各矯正管区、沖縄刑務所 
 
全国54試験地　 

教養試験（多枝選択式）　作文試験 
 
人事院事務総局 
人事院各地方事務局、人事院沖縄事務所 
法務省各矯正管区 
第1次試験を実施した試験地の刑務所等 
 
刑務A　全国52試験地 
刑務B　全国9試験地 

人物試験、身体検査、身体測定、体力検査 
 
人事院事務総局 
人事院各地方事務局、人事院沖縄事務所 
法務省各矯正管区 
第2次試験を実施した試験地の刑務所等 
 

●この印刷物は再生紙と大豆インキを利用しています。 

■7月号目次 
［2面］戸籍の届出窓口での本人確認が始まります。 
［3面］●国民に理解され、支えられる刑務所を── 

　　　さまざまな人が参加して「行刑改革会議」が発足 
［4面］●日本人・外国人の出入国をしっかりチェック！ 

　　　「東京入国管理局」新庁舎がオープン！ 

第５３回　社会を明るくする運動　広報ポスター図柄 
第
５３
回
”社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
“の 

強
調
月
間
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。   

お
せ
っ
か
い
。
お
せ
わ
。
と
き
に
は
や
さ
し
く
、や
か
ま
し
く
。 

一
緒
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
。そ
ん
な
街
を
築
く
た
め
に
、 

今
、私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
│
│
。 

 

 更
生
保
護
の
日
　
 

ビ
デ
オ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
君
は
一
人
じ
ゃ
な
い
」
 

▼
東
京
・
有
楽
町
朝
日
ホ
ー
ル（
有
楽
町
マ
リ

オ
ン
11
階
） 

　
広
報
ビ
デ
オ
の
出
演
者
に
お
越
し
い
た

だ
き
、森
山
法
務
大
臣
と
と
も
に
銀
座
・
数

寄
屋
橋
公
園
で
街
頭
広
報
活
動
を
行
っ
た

後
、広
報
ビ
デ
オ
を
上
映
し
ま
し
た
。
ま
た

「
少
年
非
行
と
地
域
」
を
テ
ー
マ
に
、出
演

者
や
更
生
保
護
関
係
者
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と

し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
行
い
ま
し
た
。
 

●
平
成
15
年
7
月
16
日（
水
）〜
21
日（
月
） 

”社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
“協
賛
 

「
有
芽
の
会
」
 

東
京
・
池
袋
西
武（
六
階
西
武
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

▼
東
京
芸
術
大
学
の
若
手
画
家
の
約
四
〇
作

品
に
よ
る
展
覧
会
で
す
。
 

●
平
成
15
年
8
月
3
日（
日
） 

「
匠
か
ら
学
ぶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
 

　
　
　
　
　
ｉ
ｎ
 
東
京
芸
術
大
学
」
　
 

東
京
・
東
京
芸
術
大
学
上
野
キ
ャ
ン
パ
ス
 

▼
東
京
芸
術
大
学
が
あ
る
台
東
区
の
親
子
を

対
象
に
、同
大
学
の
美
術
学
部
長
で
あ
る
宮

田
亮
平
教
授
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
工
作
教
室
」

を
開
催
し
ま
す
。
　
 

■
広
報
ビ
デ
オ
 

 　
非
行
や
犯
罪
を
犯
し
た
少
年
が
、真
に
更
生
す
る

に
は
、本
人
の
意
欲
は
も
ち
ろ
ん
、彼
ら
を
受
け
止

め
て
く
れ
る
人
や
場
所
が
必
要
で
す
。
本
作
で
は
、

保
護
観
察
中
の
少
女
と
地
域
の
人
々
の
ふ
れ
あ
い
を

描
い
て
い
ま
す
。
学
校
や
家
庭
以
外
に
も
、少
年
た

ち
を
支
え
応
援
し
て
く
れ
る
人
や

場
が
あ
れ
ば
、そ
れ
は
必
ず
彼
ら
の

更
生
や
犯
罪
・
非
行
防
止
の
大
き

な
力
に
な
る
、と
い
う
こ
と
が
テ
ー

マ
で
す
。
そ
の
た
め
に
、私
た
ち
一
人

一
人
に
何
が
で
き
、何
を
し
た
ら
い
い

の
か
。こ
の
ビ
デ
オ
が
、考
え
る
き
っ

か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
 

■
主
演
 

辰
巳
琢
郎（
保
護
司
・
佐
藤
一
夫
） 

あ
き
竹
城（
食
堂
店
主
・
吉
村
キ
ミ

子
） 

鎗
田
彩
野（
保
護
観
察
少
年
・
恩
田

奈
津
美
） 

 

　
皆
さ
ん
は
”社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
”っ
て
、御
存
じ
で
す
か
。
 

　
”社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な

運
動
で
す
。
毎
年
７
月
を
強
調
月

間
と
し
て
全
国
で
展
開
さ
れ
、本

年
で
53
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
 

　
犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の
は

地
域
社
会
で
、ま
た
犯
罪
や
非
行

を
し
た
人
が
立
ち
直
る
場
所
も

地
域
社
会
で
す
。
そ
の
た
め
、
本

人
の
更
生
へ
の
意
欲
と
と
も
に
、

本
人
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
の
人
々

の
理
解
と
協
力
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

「
ふ
れ
あ
い
と
　
対
話
が
築
く
　

明
る
い
社
会
」
の
統
一
標
語
の
下
、

大
人
も
子
供
も
「
い
き
い
き
」
で

き
る
社
会
を
目
指
し
て
、地
域
社

会
で
誰
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る

幅
広
い
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
 

　
皆
さ
ん
の
暮
ら
す
街
で
も
、”社

会
を
明
る
く
す
る
運
動
“は
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
？
 

   ●
親
子
体
験
教
室
・
 

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
 

　
親
子
で
ふ
れ
あ
う
機
会
を
つ
く

る
体
験
教
室
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
 

  ●
中
学
生
と
大
人
の
 

　
意
見
交
換
会
　
　
 

　
大
人
と
子
供
が
真
剣
に
向
き
合

っ
て
対
話
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
　
 

 ●
各
種
大
会
・
ア
ウ
ト
ド
ア
イ
ベ

　
ン
ト
 

　
各
地
域
の
特
徴
を
生
か
し
た
ア

ウ
ト
ド
ア
イ
ベ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
大

会
な
ど
で
、大
人
も
子
供
も
楽
し

め
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
 

 ★
★
 

　
そ
の
ほ
か
に
も
、青
少
年
の
非

行
防
止
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を

テ
ー
マ
に
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
講
演
会
、

ミ
ニ
集
会
な
ど
各
地
で
工
夫
を
凝

ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
活

発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

親子ふれあいタコづくり教室 

街頭広報活動 

子供たちが「いきいき」できる街　 
保護司と更生保護女性会による幼稚園訪問　 

「中学生と大人のトークショー」 

子ども・いきいき・サタデースクール 

70

■平成15年度 刑務官採用試験情報 

 
 

期　日 概　要 

受付期間 

第1次試験 

第1次試験 
合格者発表 

第2次試験 

最終合格者発表 

平成15年7月22日（火）～ 
平成15年8月5日（火） 
 
 

平成15年9月28日（日） 
 
 
 
 
平成15年10月15日（水） 
 
 
 
 
平成15年10月22日（水） 
　　　　　10月23日（木） 
 
 
 
 
平成15年11月13日（木） 
 

法務省各地方入国管理局 
福岡入国管理局鹿児島出張所 
福岡入国管理局那覇支局 

全国10試験地 

教養試験（多枝選択式）　作文試験 

人事院事務総局 
人事院各地方事務局、人事院沖縄事務所 
法務省各地方入国管理局 
福岡入国管理局鹿児島出張所 
福岡入国管理局那覇支局 

全国9試験地 

人物試験、身体検査、身体測定、体力検査 

人事院事務総局 
人事院各地方事務局、人事院沖縄事務所 
法務省各地方入国管理局 
福岡入国管理局鹿児島出張所 
福岡入国管理局那覇支局 
 

■平成15年度 入国警備官採用試験 

 
 

外国人登録事務協議会全国連合会 
前会長に対する法務大臣表彰 
 

期日：平成15年4月14日（月） 

概要：外国人登録事務協議会全国連合会（以

下「全連」）の北本正雄前会長は、平成8年10

月に会長に就任後、約6年にわたる長期間全

連会長として在任し、その間、外国人登録事務

の円滑な実施に大きく貢献する等その功績が

特に顕著であったと認められることから、4月14

日（月）、法務大臣室において同氏に対して森

山法務大臣から表彰状の授与並びに副賞（記

念品）の贈呈が行われた。 

日
本
の
安
全
を
守
る
砦
。 

日
本
人
や
外
国
人
の
出
入
国
を
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
！ 

新
庁
舎
が
オ
ー
プ
ン 
東
京
入
国
管
理
局

東
京
入
国
管
理
局 
東
京
入
国
管
理
局 

世
界
か
ら
日
本
へ
、
日
本
か

ら
世
界
へ
 

　
毎
日
、
多
く
の
日
本
人
が
海
外
へ

旅
立
ち
、
ま
た
、
世
界
各
国
か
ら
多

く
の
外
国
人
が
日
本
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

入
国
管
理
局
は
、
日
本
人
や
外
国
人

の
出
入
国
審
査
を
は
じ
め
、
日
本
に

滞
在
す
る
外
国
人
の
在
留
の
管
理
を

行
い
、
日
本
の
安
全
や
利
益
を
守
っ

て
い
ま
す
。
国
際
社
会
の
中
、
入
国

管
理
局
の
入
国
審
査
官
、
入
国
警
備

官
は
一
体
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
 

 出
入
国
管
理
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
で
す
 

　
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
は
、
入

国
の
際
に
許
可
さ
れ
た
範
囲
内
で
あ

れ
ば
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
入
国
審
査
官
は
決
め
ら
れ
た

空
港
や
海
港
に
お
い
て
、
外
国
人
の

所
持
す
る
旅
券
及
び
査
証
（
ビ
ザ
）

が
有
効
か
ど
う
か
を
判
断
し
、

活
動
目
的
と
内
容
が
法
律
で
決

め
ら
れ
た
在
留
資
格
に
該
当
し

て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
を
審
査

し
ま
す
。
在
留
資
格
や
在
留
期

間
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
社
会

生
活
の
権
利
を
確
保
す
る
と
同

時
に
、
こ
れ
ら
の
審
査
を
通
じ

て
外
国
人
の
在
留
を
適
正
に
管

理
し
、
日
本
の
利
益
が
守
ら
れ

る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
 

 日
本
の
安
全
を
守
る
大

事
な
使
命
が
あ
り
ま
す
 

　
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
日
本
に
在

留
す
る
外
国
人
の
中
に
は
、
不
法
入

国
し
た
り
、
不
法
就
労
し
た
り
、
許

可
を
受
け
て
入
国
し
た
も
の
の
在
留

期
間
を
超
え
て
不
法
残
留
す
る
人
た

ち
が
い
ま
す
。
入
国
警
備
官
は
、
そ

の
よ
う
な
外
国
人
を
収
容
、
退
去
強

制
さ
せ
、
日
本
の
安
全
を
守
る
た
め

日
夜
活
躍
し
て
い
ま
す
。
日
本
社
会

の
国
際
化
と
と
も
に
「
入
管
G
メ
ン
」

の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い

ま
す
。
 

 全
国
に
広
が
る
出
入
国
管
理
 

　
入
国
審
査
官
や
入
国
警
備
官
が
働

い
て
い
る
機
関
は
、
全
国
に
地
方
入

国
管
理
局
（
8
か
所
）
、
同
支
局
（
５

か
所
）
、
出
張
所
（
77
か
所
）
及
び

入
国
管
理
セ
ン
タ
ー
（
3
か
所
）
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
日
本
の
出

入
国
管
理
行
政
の
最
大
の
拠
点
と
も

い
え
る
東
京
入
国
管
理
局
を
紹
介
し

ま
す
。
 

 東
京
入
国
管
理
局
が
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
 

　
今
年
２
月
東
京
入
国
管
理
局
は
港

区
港
南
の
新
庁
舎
に
移
転
し
ま
し
た
。

地
上
12
階
地
下
１
階
建
て
で
１
階
に

は
外
国
人
在
留
総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
け
、
手
続
に

関
す
る
相
談
に
様
々
な
言
語
で
応
じ

て
い
ま
す
。
申
請
窓
口
も
、
申
請
内

容
ご
と
に
色
分
け
を
し
て
い
ま
す
の
で
、

見
や
す
く
分
か
り
や
す
い
ご
案
内
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
待
合

室
に
は
子
供
と
一
緒
に
安
心
し
て
来

庁
で
き
る
よ
う
、
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー

や
授
乳
室
を
備
え
て
い
ま
す
。
 

　
ま
た
、
収
容
能
力
も
向
上
し
、
８

０
０
人
の
違
法
外
国
人
を
収
容
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
運
動
場
や

シ
ャ
ワ
ー
室
も
明
る
く
清
潔
で
、
収

容
さ
れ
た
人
た
ち
の
健
康
に
も
配
慮

し
て
い
ま
す
。
 

 ル
ー
ル
を
守
っ
て
国
際
化
 

　
入
国
管
理
局
で
は
、
多
く
の
日
本

人
と
外
国
人
が
、
お
互
い
に
ル
ー
ル

を
守
り
、
楽
し
い
国
際
交
流
が
で
き

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
　
　
 

 

各
種
申
請
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
 

▲キッズコーナー＆授乳コーナー ▲マルチディスプレイシステム 

▲ 

▼ 

（受付） 

（試験地） 

（試験地） 

（試験内容） 

（試験内容） 

（発表掲示場所） 

（受付） 

（試験地） 

（試験地） 

（試験内容） 

（試験内容） 

（発表掲示場所） 

（発表掲示場所） 

（発表掲示場所） 

TK HYECOO SOY

●
平
成
15
年
7
月
1
日（
火
） 

■
交
通
の
ご
案
内 

1
J
R
品
川
駅
港
南
口（
東
口
）か
ら
都
バ
ス
⑧
番
乗
り
場 

　
『
品
川
埠
頭
循
環
』で「
東
京
入
国
管
理
局
前
」
下
車 

2
東
京
モ
ノ
レ
ー
ル
又
は
り
ん
か
い
線（
埼
京
線
乗
入
） 

　
「
天
王
洲
ア
イ
ル
」
か
ら
徒
歩
15
分 



戸籍の虚偽届出を防ぐ　届出窓口での本人確認が始まります。 行刑改革会議 

これまでの人生の中で，一番悔しかったことは，

人間として扱ってもらえなかったことです。そ

して，一番嬉しかったことは，目の前にいる人が，

自分のことを一人の人間として対等にみてく

れたことでした。過ちを犯したとき，一人の人

間として接してもらってはじめて自分のした事

を心から後悔し，再出発を図ることができるのだと思います。刑務所がそう

いう場所であってほしいと願い，委員の職務を全うさせていただきます。 

民事法律扶助制度って何ですか？ 

「資力が乏しいために弁護士
に相談したり，裁判を起こし
たりできずに困

っている」という人の
ために，法律相談を
実施したり，弁護士
費用を立て替えてく
れる制度です。 

この制度が利用できるのは 
どんなとき？ 

この制度を利用するには次の三つの要件
を満たすことが必要です。 

1 資力に乏しいこと 
〈参考〉賞与も含んだ月収（手取り）の目安は
　以下のとおりです。 

　　単身者  18万2千円以下 

　　2人家族 25万1千円以下 

　　3人家族 27万2千円以下 

　　4人家族 29万9千円以下 
 
※これを上回る場合でも，家賃，住宅ローン医
　療費等の出費がある場合は考慮されます。 

2 勝訴の見込みがないとはいえないこと 

3 法律扶助の趣旨に適していること 
（権利の主張が正義・公正等の観点から援助に
値するものであること） 

どこへ行けばいいの？ 

この制度は、（財）法律扶助協会が国か
ら補助金を受けて行っており，地方裁判
所管轄区域ごとに，その支部がありますので，

そちらへお問い合わせください。 

？？今回の質問は？？ 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
 

刑
務
官 

このコーナーでは、法
務省の仕事に携わる人
たちを毎号一人ずつ紹
介していきます。 
今回ご紹介するのは、
刑務官の今里耕作さん
です。 今

里
耕
作
さ
ん
（
36
歳
）　
川
越
少
年
刑
務
所
　
処
遇
部 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
処
遇
部
門（
木
工
工
場
担
当
）　
看
守
部
長
　
　 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
 

人 
顔 

「民事法律扶助制度」 
 について 

● 3

◆
刑
務
官
っ
て
ど
ん
な
仕
事
？ 

　
刑
務
官
は
行
刑
施
設
、
つ
ま
り
刑
務
所
、

少
年
刑
務
所
又
は
拘
置
所
に
勤
務
す
る
国

家
公
務
員
で
す
。
刑
務
所
や
少
年
刑
務
所

で
は
、
刑
務
作
業
・
各
種
教
育
、
生
活
指

導
な
ど
、
受
刑

者
が
円
滑
に
社

会
復
帰
で
き
る

よ
う
、
様
々
な

処
遇
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、

拘
置
所
で
は
、
主
と
し
て
勾
留
中
の
被
疑
者
、

被
告
人
を
収
容
し
、
円
滑
・
適
正
に
裁
判

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し

て
い
ま
す
。
現
在
、全
国
の
行
刑
施
設
に
、約

1
万
5
千
人
の
刑
務
官
が
勤
務
し
て
い
ま
す
。 

 

◆
刑
務
官
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
？ 

　
私
は
、
刑
務
官
で
あ
る
父
親
の
姿
を
見

て
育
ち
、
父
が
こ
の
仕
事
に

誇
り
を
も
っ
て
勤
務
し
て
い

る
と
常
日
頃
か
ら
感
じ
て
い

た
た
め
、
い
つ
し
か
自
然
と

自
分
の
中
で
刑
務
官
に
な
ろ

う
と
い
う
思
い
が
育
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
ま
た
様
々
な

人
と
接
す
る
仕
事
で
あ
る
の
で
、

変
化
が
あ
っ
て
や
り
が
い
も

あ
る
と
思
い
、
志
望
し
ま
し
た
。 

 

◆
刑
務
官
の
や
り
が
い
っ
て
何
？ 

　
刑
務
所
に
は
、
自
己
中
心
的
な
人
や
我

慢
が
で
き
な
い
人
な
ど
も
た
く
さ
ん
収
容

さ
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
今
は

過
剰
収
容
が
続
い
て
い
る
の
で
、

受
刑
者
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
が
非

常
に
多
く
、
彼
ら
を
集
団
と
し

て
う
ま
く
ま
と
め
て
い
く
だ
け

で
も
と
て
も
大
変
で
す
。
け
れ
ど
も
出
所

し
た
人
か
ら
、
「
所
内
生
活
は
大
変
だ
っ

た
け
ど
、
今
は
き
ち
ん
と
社
会
復
帰
し
、

頑
張
っ
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
手
紙
を
も

ら
っ
た
と
き
は
、
大
変
う
れ
し
く
、
励
み

に
な
り
ま
す
。
受
刑
者
が
出
所
し
、
社
会

復
帰
し
て
い
く
姿
を
見
る
た
び
、
新
し
い

人
生
に
歩
み
出
す
手
助
け
が
で
き
た
と
大

変
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。 

 

◆
最
後
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す

　
刑
務
官
と
し
て
勤
務
し
、
改
め
て
気
付

か
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
家
族
や
自

分
の
大
切
な
友
人
、
知
人
と
、
平
凡
で
当

た
り
前
の
生
活
を
送
れ
る

こ
と
の
幸
せ
で
し
ょ
う
か
。

行
刑
施
設
に
収
容
さ
れ
て

い
る
人
た
ち
も
、
限
ら
れ

た
時
間
の
中
で
の
妻
子
や

父
母
と
の
面
会
で
、
時
に

は
涙
を
流
す
よ
う
な
場
面

に
接
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

彼
ら
が
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ

の
人
間
関
係
の
中
に
戻
っ
た
と
き
、
平
凡

で
も
当
た
り
前
の
生
き
方
、
生
活
こ
そ
一

番
の
幸
せ
な
の
だ
と
感
じ
て
生
き
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

★
活
動
の
ヒ
ト
コ
マ 

　
川
越
少
年
刑
務
所
は
、
ス
ポ
ー
ツ
が
と
て
も
盛

ん
で
、
定
期
的
に
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
行
わ

れ
ま
す
。
大
会
の
優
勝
を
目
指
し
、
職
員
、
受
刑

者
が
一
丸
と
な
っ
て
頑
張
り
ま
す
。
優
勝
し
た
チ

ー
ム
の
担
当
職
員
と
し
て
、
受
刑
者
た
ち
に
胴
上

げ
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

瞬
間
は
最
高
で
し
た
。 

 

 

　
新
聞
等
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
名
古
屋
刑
務
所

に
お
い
て
、
刑
務
官
が
受
刑
者
に

暴
行
を
加
え
、
受
刑
者
を
死
亡
さ

せ
る
と
い
う
、
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
事
件
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

　
こ
れ
を
受
け
て
、
行
刑
運
営
の

在
り
方
を
徹
底
的
に
見
直
し
、
抜

本
的
な
行
刑
改
革
を
行
う
た
め
、

平
成
15
年
3
月
31
日
に
、
法
務
大

臣
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
行
刑

改
革
会
議
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
の

た
め
の
検
討
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

同
年
4
月
14
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一

回
会
議
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
は
、

行
刑
改
革
に
向
け
て
の
思
い
を
以
下

の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

　
「
私
の
思
い
は
、
『
国
民
に
理
解

さ
れ
、
支
え
ら
れ
る
刑
務
所
を
作
る

こ
と
』
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

で
き
る
だ
け
オ
ー
プ
ン
で
外
か
ら
も

わ
か
り
や
す
い
こ
と
、
人
権
が
尊
重

さ
れ
つ
つ
必
要
な
規
律
は
保
た
れ
る

こ
と
、
改
善
更
生
が
適
正
に
行
わ
れ

る
こ
と
等
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　
こ
れ
ら
の
こ
と
が
順
調
に
行
わ
れ

て
い
る
刑
務
所
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
が
、
も
し
、
刑
務
所
職
員
の
仲
間

う
ち
の
常
識
が
、
世
の
中
の
一
般
常

識
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
正
し
て
い
く
た

め
の
意
識
改
革
を
可
能
に
す
る
よ
う

な
オ
ー
プ
ン
な
シ
ス
テ
ム
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
同
時
に
、
犯
罪
情
勢
が
悪
化
し
て

い
る
中
で
、
皆
さ
ん
の
平
和
な
生
活

が
守
ら
れ
る
よ
う
、
罪
を
犯
し
た
人

を
改
善
更
生
さ
せ
て
社
会
に
送
り
返

す
こ
と
は
、
刑
務
所
の
大
き
な
使
命

で
あ
り
、
誇
り
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
、

限
ら
れ
た
物
的
・
人
的
資
源
の
中
で

効
果
的
に
行
え
る
シ
ス
テ
ム
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」 

　
こ
う
し
た
行
刑
の
改
革
を
行
う
た

め
に
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
視
点
に

立
っ
て
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
刑
・
法

律
の
専
門
家
だ
け
で
は
な
く
、
別
の

分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
に
も

会
議
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

　
行
刑
改
革
会
議
は
、
こ
れ
ま
で
、

4
月
14
日
、
5
月
19
日
、
6
月
16
日

に
開
催
さ
れ
、
我
が
国
の
行
刑
の
実

情
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
た
め
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
日
本
、
元
受
刑
者
の
方
や
刑
務

官
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
つ
つ
、

我
が
国
の
行
刑
が
い
か
に
あ
る
べ
き

か
を
議
論
す
る
な
ど
し
て
き
ま
し
た
。 

　
行
刑
改
革
会
議
に
お
い
て
検
討
す

べ
き
事
項
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
職

員
と
被
収
容
者
の
新
し
い
関
係
の
在

り
方
」
、
「
被
収
容
者
の
法
的
地
位

及
び
そ
の
救
済
申
立
制
度
の
在
り
方
」
、

「
行
刑
施
設
に
お
け
る
医
療
体
制
の

在
り
方
」
等
が
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

今
後
は
、
受
刑
者
・
刑
務
官
に
対
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
関
係
者
か
ら
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
等
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、

行
刑
の
実
情
を
把
握
し
つ
つ
議
論
を

行
い
、
年
内
に
は
、
行
刑
改
革
の
基

本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
意
見
を
ま

と
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
会
議
の
様
子
は
、
別
室
に
設
置

し
た
モ
ニ
タ
ー
で
報
道
関
係
者
に
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
公
開
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
議
事

録
等
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
を
御
覧
に
な
り
、
御
意
見
や

御
感
想
が
あ
れ
ば
、
是
非
と
も
お
寄

せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

■行刑改革会議メンバー(委員は五十音順) 
相　談　役：後藤田正晴　元副総理 
座　　長：宮澤　　弘　元法務大臣 
座長代理：成田　　豊　(株)電通会長 
委　　員：井嶋　一友　弁護士・元最高裁判所判事 
　　　　　江川　紹子　ジャーナリスト 
　　　　　大平　光代　弁護士 
　　　　　菊田　幸一　明治大学法学部教授 
　　　　　久保井一匡　弁護士・前日本弁護士連合会会長 
　　　　　瀬川　　晃　同志社大学法学部長 
　　　　　曾野　綾子　作家・日本財団会長 
　　　　　高久　史麿　自治医科大学学長 
　　　　　滝鼻　卓雄　(株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹 
　　　　　野崎　幸雄　弁護士・元名古屋高等裁判所長官 
　　　　　広瀬　道貞　全国朝日放送(株)（テレビ朝日）社長 
　　　　　南　　博方　一橋大学名誉教授 
　　　　　宮澤　浩一　慶応義塾大学名誉教授 

［戸籍制度とは］ 
　戸籍制度は，国民の身分関係を登録・公証する制度です。つまり，人が生まれて

から死ぬまでの身分関係を登録して，公に証明する制度のことなのです。 

　人が生まれると出生届が出されます。そして，戸籍に出生の年月日や届出の事実

が記載されます。その後，結婚をすると婚姻届により新戸籍が編製され，婚姻届出

の年月日や従前の戸籍の表示がされることになります。 

 

［戸籍の役割］ 
  さきに述べましたとおり，戸籍制度により，国民は身分関係を公に証明されていま

す。もし，私たちの身分関係を証明する制度がなかったらいったいどうなるでしょ

うか。自分が誰の子であるか証明することも困難です。また，人が亡くなったとき，

相続人が誰であるのか分からなかったら，財産を相続する人を捜すのも大変です。

結婚するときも，自分が独身であることを証明することも難しくなるでしょう。 

　しかし，戸籍があることによって，これらの証明が容易にできるのです。このよ

うに考えていきますと，国民の身分関係を漏れなく正確に登録し，そしてそれを証

明する制度が大切であるということがお分かりいただけるでしょう。 

　我が国の戸籍制度は，130年に及ぶ長い歴史を有しており，我が国の国民生活・社

会生活に欠かすことができないものとして機能しています。そしてこのような戸籍

制度は，世界に類を見ない正確かつ優れた制度であるといわれています。 

 

   
最
近
、
本
人
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
ま
っ
た
く
知
ら

な
い
人
と
の
婚
姻
届
や
養
子
縁
組
届
が
出
さ
れ
る
な
ど
、

虚
偽
の
戸
籍
の
届
出
が
さ
れ
、
戸
籍
に
事
実
と
異
な

る
記
載
が
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
・
発
覚
し
、

社
会
的
な
関
心
を
呼
び
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
中
に
も

ニ
ュ
ー
ス
・
新
聞
等
で
記
憶
に
あ
る
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

こ
の
よ
う
な
事
件
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
虚
偽
の

届
出
を
未
然
に
防
止
し
、
ま
た
、
実
際
に
虚
偽
の
届

出
が
さ
れ
て
し
ま
っ
た
戸
籍
を
元
に
戻
し
て
ほ
し
い

と
い
う
強
い
要
望
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
昨
年
12
月
に
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
不
実
記
載
の
痕
跡
の
な
い
戸

籍
を
再
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

　
し
か
し
、
こ
の
戸
籍
法
の
改
正
は
、
事
件
が
起
こ

っ
て
し
ま
っ
た
後
の
回
復
策
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、

こ
れ
と
は
別
に
、
虚
偽
の
届
出
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
の
方
策
が
必
要
で
し
た
。 

　
そ
こ
で
、
虚
偽
の
届
出
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

平
成
15
年
３
月
18
日
付
け
で
民
事
局
長
通
達
が
出
さ

れ
ま
し
た
。 

   

　
こ
の
通
達
は
、 

　
①
届
書
持
参
者
に
対
す
る
本
人
確
認
の
実
施 

　
②
未
確
認
届
出
人
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
通
知 

の
二
つ
を
柱
と
し
て
い
ま
す
。 

 

●
届
書
持
参
者
に
対
す
る
本
人
確
認
の
実
施 

　
原
則
と
し
て
、
市
区
町
村
の
戸
籍
届
出
窓
口
に
お

い
て
、
届
書
を
持
参
し
た
人
か
ら
、
顔
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
証
明
書
の
提
示
を

し
て
い
た
だ
き
、
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
窓
口
で
本
人
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

虚
偽
の
届
出
の
未
然
防
止
を
図
り
ま
す
。 

　 ●
未
確
認
届
出
人
に
対
す
る
文
書
に
よ
る
通
知 

　
も
し
、
届
出
人
が
身
分
証
明
書
を
持
参
し
な
か
っ

た
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
窓
口
で
は
本
人
か
ど
う
か
確

認
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
届
出
人
に
対
し
て
、
届

出
が
受
理
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
通
知
が
さ
れ
ま
す
。 

　
こ
の
通
知
は
届
出
人
本
人
に
対
し
て
送
付
さ
れ
る

た
め
、
も
し
受
け
取
っ
た
人
に
心
当
た
り
が
な
い
よ

う
な
届
出
の
場
合
は
、
早
く
気
が
付
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
早
期
の
対
応
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
後
の
処
理
も
速
や
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。 

  

ま
た
、
そ
れ
を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
虚
偽
の
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
に

対
し
て
の
心
理
的
抑
止
効
果
と
な
り
、
未
然
防
止
策

と
も
な
り
得
る
の
で
す
。 

   

　
創
設
的
届
出
（
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
の

発
生
す
る
届
出
）
の
う
ち
、
婚
姻
届
、
離
婚
届
、
養

子
縁
組
届
及
び
養
子
離
縁
届
が
こ
の
本
人
確
認
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
四
つ
の

届
出
は
現
在
、
虚
偽
の
届
出
が

特
に
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
を
防
ぐ
必
要
性
が
高
い
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。 

　
こ
の
ほ
か
の
届
出
に
つ
い
て
も
、

本
人
確
認
を
行
う
か
ど
う
か
は

市
区
町
村
長
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

   

　
運
転
免
許
証
、
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
等
の
官
公

署
の
発
行
し
て
い
る
顔
写
真
付
き
の
証
明
書
に
よ
っ

て
本
人
を
確
認
し
ま
す
。
ま
た
、
市
区
町
村
の
実
情

に
よ
り
、
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の

他
の
証
明
書
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

  

証
明
書
の
提
示
を
受
け
た
窓
口
で
は
、
証
明
書
記
載

の
住
所
、
氏
名
、
顔
写
真
と
届
書
記
載
の
住
所
、
氏
名
、

そ
れ
を
持
参
し
た
人
物
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
の
確

認
を
行
い
ま
す
。 

　
も
し
、
こ
れ
ら
の
証
明
書
を
忘
れ
た
り
、
使
者
に

よ
る
届
出
や
郵
送
に
よ
る
届
出
に
よ
り
、
窓
口
で
確

認
が
で
き
な
い
場
合
は
、
届
出
の
受
理
決
定
後
、
届

出
人
に
対
し
届
出
を
受
理
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

　 

  

　
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
施
開

始
時
期
に
つ
い
て
は
一
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
速

や
か
な
実
施
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
遅
く
と

も
平
成
15
年
度
中
に
は
す
べ
て
の
市
区
町
村
に
お
い

て
実
施
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

本
人
確
認
の
必
要
性 

対
象
と
な
る
届
出
の
種
類 

本
人
確
認
の
方
法 

実
施
開
始
時
期
に
つ
い
て 

通
達
の
概
要 

民
事
局
で
は
、
今
年
の
3
月
全
国
の
法
務
局
に
通
達
を
出
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
は
、
戸
籍
の
虚
偽
の
届
出
を
防
止
す
る
た
め
に
、
 

市
区
町
村
の
届
出
窓
口
で
本
人
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
す
。
 

こ
れ
か
ら
は
、
窓
口
で
の
手
続
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
 

戸
籍
の
虚
偽
届
出
を
防
ぐ 

届
出
窓
口
で
の
本
人
確
認 

婚姻届の流れ 

■本人確認が行われる届出の種類 
　●婚姻　●離婚　●養子縁組　など　 

★運転免許書 

★パスポート 

●必要な証明書● 

大平光代さん 

国
民
に
理
解
さ
れ
、支
え
ら
れ
る
刑
務
所
を 

★婚姻届 

★養子縁組 


